
(57)【要約】

【課題】　異なる座標系のデジタル地図や、歪みや誤り

のあるデジタル地図が含まれていても、複数のデジタル

地図における対応する要素同士を関連付けて表示するこ

とができる、デジタル地図の表示方法を提供する。

【解決手段】　このデジタル地図の表示方法は、互いに

対応する要素５０同士においては同一な属性コードが関

連付けられた多数の要素５０からなる複数種類のデジタ

ル地図のデジタル地図データを含むデジタル地図データ

ベースをデジタル地図システムに記憶する段階と、デジ

タル地図データベースに含まれるいずれか１つのデジタ

ル地図５０において、関連付け表示を所望する要素５０

の指定を促す段階と、指定された要素５０に対応する要

素を属性コードに基づいて並列表示する他のデジタル地

図５０のデジタル地図データから選択し、指定された要

素と対応する要素とを関連付けて表示する段階とを持

つ。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　コンピュータを用いたデジタル地図シス

テムによりデジタル地図を表示する方法であって、

それぞれ多数の要素からなる複数種類のデジタル地図の

デジタル地図データを含み、前記デジタル地図データは

前記各デジタル地図の前記各要素に関連付けられた属性

コードを含み、前記属性コードは前記複数種類のデジタ

ル地図において互いに対応する前記要素同士においては

同一である、デジタル地図データベースを前記デジタル

地図システムに記憶する段階と、

前記デジタル地図データベースに含まれるいずれか１つ

のデジタル地図データに基づくデジタル地図において、

関連付け表示を所望する前記要素の指定を促す段階と、

前記デジタル地図データベースに含まれる他のデジタル

地図データに基づく他のデジタル地図において、前記指

定された要素に対応する前記要素を前記属性コードに基

づいて選択し、前記指定された要素と、前記他のデジタ

ル地図において前記要素に対応する要素とを関連付けて

複数種類のデジタル地図を並列して表示する段階と、

を備えるデジタル地図の表示方法。

【請求項２】　請求項１において、

前記要素は、ポリゴン、ポリライン、ポイント、および

曲線の少なくともいずれか１種類であるデジタル地図の

表示方法。

【請求項３】　請求項１または請求項２において、

前記関連付けて表示する段階における関連付けは、前記

１つのデジタル地図で指定された要素と、並列表示され

た他のデジタル地図において前記要素に対応する要素と

を、線で結ぶこと、同様の色または模様とすること、ま

たは、同様の記号を付して示すこと、によって行われる

デジタル地図の表示方法。

【請求項４】　請求項１ないし請求項３のいずれかにお

いて、

前記関連付けて表示する段階においては、前記関連付け

て並列表示された複数種類のデジタル地図において、前

記指定された要素と、それに対応する要素とを、それぞ

れの表示において互いにほぼ対応する位置に表示するデ

ジタル地図の表示方法。

【請求項５】　請求項１ないし請求項４のいずれかにお

いて、

前記並列表示された複数種類のデジタル地図は、１つの

デジタル地図をスクロールすることによって他のデジタ

ル地図もほぼ同様にスクロールされるデジタル地図の表

示方法。

【請求項６】　請求項１ないし請求項５のいずれかにお

いて、

前記並列表示された複数種類のデジタル地図は、１つの

デジタル地図を回転させることによって他のデジタル地

図もほぼ同様に回転するデジタル地図の表示方法。

【請求項７】　請求項１ないし請求項６のいずれかにお

いて、

前記並列表示された複数種類のデジタル地図は、１つの

デジタル地図の縮尺を変更することによって他のデジタ

ル地図の縮尺もほぼ同様に変更されるデジタル地図の表

示方法。

【請求項８】　デジタル地図を表示するデジタル地図シ

ステムであって、

それぞれ多数の要素からなる複数種類のデジタル地図の

デジタル地図データを含み、前記デジタル地図データは

前記各デジタル地図の前記各要素に関連付けられた属性

コードを含み、前記属性コードは前記複数種類のデジタ

ル地図において互いに対応する前記要素同士においては

同一である、デジタル地図データベースを記憶する記憶

部と、

前記デジタル地図データベースに含まれるいずれか一つ

のデジタル地図データに基づくデジタル地図において、

関連付け表示を所望する前記要素の指定を行うための入

力部と、

前記デジタル地図データベースに含まれる他のデジタル

地図データに基づく他のデジタル地図において、前記指

定された要素に対応する前記要素を前記属性コードに基

づいて選択し、前記指定された要素と、前記他のデジタ

ル地図において前記要素に対応する要素とを、関連付け

て複数種類のデジタル地図を並列して表示するための演

算を行う演算部と、

前記演算部の演算結果に対応して、前記指定された要素

とその要素に対応する要素とを関連付けて、複数種類の

デジタル地図を並列して表示する表示部と、

を備えるデジタル地図システム。

【請求項９】　請求項１ないし請求項７のいずれかに記

載のデジタル地図の表示方法をコンピュータシステムに

実行させるためのプログラム。

【請求項１０】　請求項８に記載のデジタル地図システ

ムをコンピュータシステムに実現させるためのプログラ

ム。

【請求項１１】　請求項９または請求項９に記載のプロ

グラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒

体。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、異なる種類のデジ

タル地図を並列に配置し互いに関連付けて表示するデジ

タル地図の表示方法およびデジタル地図システムに関す

る。

【０００２】

【背景技術および発明が解決しようとする課題】コンピ

ュータシステムを用いたデジタル地図の表示において

は、同一の座標系を用いたデジタル地図ではあるが縮尺

が異なる２つのデジタル地図を並列して表示することが

ある。また、このような並列表示において、狭い範囲を
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表示しているデジタル地図の表示範囲に対応する領域

を、広い範囲を表示しているデジタル地図に枠などで示

すことによって、縮尺の異なる２つのデジタル地図を関

連付けて表示する表示方法がある。

【０００３】しかしながら、異なる座標系の複数のデジ

タル地図を並べて配置し、対応する要素（例えば領域）

同士を関連付けて表示したり、歪みや誤りのあるデジタ

ル地図と実際の地形や区画に対応したデジタル地図とを

並べて配置し、対応する要素同士を関連付けて表示した

りする表示方法はなかった。例えば、古くは太閤検地の

時代にさかのぼる地図を含む公図（権利関係を示す地

図）に基づくデジタル地図における要素と、現況を示す

デジタル地図例えば都市計画図などをもとにしたデジタ

ル地図における要素とを関連付けて表示することはでき

なかった。

【０００４】本発明は、上記のような点に鑑みてなされ

たものであって、その目的は、少なくとも以下のいずれ

かの課題を解決することのできるデジタル地図の表示方

法およびデジタル地図システムを提供することにある。

【０００５】１）　異なる座標系の少なくとも２つのデ

ジタル地図における対応する要素同士を関連付けて表示

することを可能とする。

【０００６】２）　歪みや誤りのあるデジタル地図や、

実際の地形や区画に対応したデジタル地図などを含む複

数のデジタル地図のうち少なくとも２つのデジタル地図

における対応する要素同士を関連付けて表示することを

可能とする。

【０００７】

【課題を解決するための手段】（１）　本発明に係るデ

ジタル地図の表示方法は、コンピュータを用いたデジタ

ル地図システムによりデジタル地図を表示する方法であ

って、それぞれ多数の要素からなる複数種類のデジタル

地図のデジタル地図データを含み、前記デジタル地図デ

ータは前記各デジタル地図の前記各要素に関連付けられ

た属性コードを含み、前記属性コードは前記複数種類の

デジタル地図において互いに対応する前記要素同士にお

いては同一である、デジタル地図データベースを前記デ

ジタル地図システムに記憶する段階と、前記デジタル地

図データベースに含まれるいずれか１つのデジタル地図

データに基づくデジタル地図において、関連付け表示を

所望する前記要素の指定を促す段階と、前記デジタル地

図データベースに含まれる他のデジタル地図データに基

づく他のデジタル地図において、前記指定された要素に

対応する前記要素を前記属性コードに基づいて選択し、

前記指定された要素と、前記他のデジタル地図において

前記要素に対応する要素とを関連付けて複数種類のデジ

タル地図を並列して表示する段階と、を備えることを特

徴としている。

【０００８】本発明に係るデジタル地図の表示方法によ

れば、複数種類のデジタル地図において対応する要素が

同一の属性コードを持つデジタル地図データを備えるデ

ジタル地図データベースがデジタル地図システムに記憶

され、そのデジタル地図データベースに含まれる１つの

デジタル地図データに基づくデジタル地図において関連

付け表示を行いたい要素の指定されると、デジタル地図

データベースに含まれる他のデジタル地図データに基づ

く他のデジタル地図において対応する要素を属性コード

に基づいて選択し、それら要素を関連付けて複数種類の

デジタル地図を並列して表示する。したがって、デジタ

ル地図データベースから選択して並列表示するデジタル

地図が、互いに座標系の異なるデジタル地図であった

り、少なくとも１つのデジタル地図は歪みや誤りを含ん

でいたりする場合であっても、対応する要素同士を関連

付けて複数種類のデジタル地図を表示することができ

る。

【０００９】（２）　本発明に係るデジタル地図の表示

方法は、前記要素が、ポリゴン、ポリライン、ポイン

ト、および曲線の少なくともいずれか１種類であること

を特徴としている。

【００１０】（３）　本発明に係るデジタル地図の表示

方法は、前記関連付けて表示する段階における関連付け

が、前記１つのデジタル地図で指定された要素と、並列

表示された他のデジタル地図において前記要素に対応す

る要素とを、線で結ぶこと、同様の色または模様とする

こと、または、同様の記号を付して示すこと、によって

行われることを特徴としている。

【００１１】本発明に係るデジタル地図の表示方法によ

れば、並列表示されたデジタル地図の対応する要素同士

を、線で結んだり、同様の色または模様としたり、また

は、同様の記号を付したりすることによって、それらが

対応する要素同士であることを明確に表示することがで

きる。

【００１２】（４）　本発明に係るデジタル地図の表示

方法は、前記関連付けて表示する段階においては、前記

関連付けて並列表示された複数種類のデジタル地図にお

いて、前記指定された要素と、それに対応する要素と

を、それぞれの表示において互いにほぼ対応する位置に

表示することを特徴としている。

【００１３】本発明に係るデジタル地図の表示方法によ

れば、並列表示された複数のデジタル地図内において、

対応する要素同士がそれぞれほぼ同様の相対位置に表示

されるため、指定した要素の周囲の状況も含めて複数の

デジタル地図の比較を容易に行うことができる。

【００１４】（５）　本発明に係るデジタル地図の表示

方法は、前記並列表示された複数種類のデジタル地図

が、１つのデジタル地図をスクロールすることによっ

て、他のデジタル地図もほぼ同様にスクロールされるこ

とを特徴としている。

【００１５】本発明に係るデジタル地図の表示方法によ

れば、並列表示された複数のデジタル地図のうちの１つ
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をスクロールすることによって他のデジタル地図も同様

にスクロールされるため、１つのデジタル地図をスクロ

ールしても複数のデジタル地図においてほぼ対応する範

囲を表示することができ、複数のデジタル地図の比較を

容易に行うことができる。

【００１６】（６）　本発明に係るデジタル地図の表示

方法は、前記並列表示された複数種類のデジタル地図

が、１つのデジタル地図を回転させることによって、他

のデジタル地図もほぼ同様に回転することを特徴として

いる。

【００１７】本発明に係るデジタル地図の表示方法によ

れば、並列表示された複数のデジタル地図のうちの１つ

を回転させることによって他のデジタル地図も同様に回

転するため、１つのデジタル地図を回転させても複数の

デジタル地図をほぼ同様な向きで表示することができ、

複数のデジタル地図の比較を容易に行うことができる。

【００１８】（７）　本発明に係るデジタル地図の表示

方法は、前記並列表示された複数種類のデジタル地図

が、１つのデジタル地図の縮尺を変更することによっ

て、他のデジタル地図の縮尺もほぼ同様に変更されるこ

とを特徴としている。

【００１９】本発明に係るデジタル地図の表示方法によ

れば、並列表示された複数のデジタル地図のうちの１つ

の縮尺を変更することによって他のデジタル地図も同様

に縮尺が変更されるため、１つのデジタル地図の縮尺を

変更させても複数のデジタル地図の縮尺をほぼ同様に保

つことができ、複数のデジタル地図の比較を容易に行う

ことができる。

【００２０】（８）　本発明に係るデジタル地図システ

ムは、デジタル地図を表示するデジタル地図システムで

あって、それぞれ多数の要素からなる複数種類のデジタ

ル地図のデジタル地図データを含み、前記デジタル地図

データは前記各デジタル地図の前記各要素に関連付けら

れた属性コードを含み、前記属性コードは前記複数種類

のデジタル地図において互いに対応する前記要素同士に

おいては同一である、デジタル地図データベースを記憶

する記憶部と、前記デジタル地図データベースに含まれ

るいずれか一つのデジタル地図データに基づくデジタル

地図において、関連付け表示を所望する前記要素の指定

を行うための入力部と、前記デジタル地図データベース

に含まれる他のデジタル地図データに基づく他のデジタ

ル地図において、前記指定された要素に対応する前記要

素を前記属性コードに基づいて選択し、前記指定された

要素と、前記他のデジタル地図において前記要素に対応

する要素とを、関連付けて複数種類のデジタル地図を並

列して表示するための演算を行う演算部と、前記演算部

の演算結果に対応して、前記指定された要素とその要素

に対応する要素とを関連付けて、複数種類のデジタル地

図を並列して表示する表示部と、を備えることを特徴と

している。

【００２１】本発明に係るデジタル地図システムは、複

数種類のデジタル地図の対応する要素が同一の属性コー

ドを持つデジタル地図データを備えるデジタル地図デー

タベースが記憶部に記憶されており、そのデジタル地図

データベースに含まれる１つのデジタル地図データに基

づくデジタル地図において関連付け表示を行いたい要素

の指定が入力部に対して行われると、演算部は、デジタ

ル地図データベースに含まれる他のデジタル地図データ

に基づく他のデジタル地図において対応する要素を属性

コードに基づいて演算部が選択し、それら要素を関連付

けて複数種類のデジタル地図を並列して表示するための

演算を行う。したがって、複数のデジタル地図が互いに

座標系の異なるデジタル地図であったり、少なくとも１

つのデジタル地図に歪みや誤りを含んでいたりする場合

でも、対応する要素同士を関連付けて並べ他状態で表示

部に表示することが可能となる。

【００２２】（９）　本発明に係るプログラムは、前述

したいずれかのデジタル地図の表示方法をコンピュータ

システムに実行させるためのものであることを特徴とし

ている。

【００２３】このプログラムによってコンピュータシス

テムを動作させることによって、前述したいずれかのデ

ジタル地図の表示方法を実行することが可能である。

【００２４】（１０）　本発明に係るプログラムは、前

述したデジタル地図システムをコンピュータシステムに

実現させるためのものであることを特徴としている。

【００２５】このプログラムによってコンピュータシス

テムを動作させることによって、前述したデジタル地図

システムを実現することが可能である。

【００２６】（１１）　本発明に係るコンピュータ読み

取り可能な記録媒体は、前述したいずれかのプログラム

が記録された記録媒体であることを特徴としている。

【００２７】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態に

ついて、図面を参照しながら、さらに具体的に説明す

る。

【００２８】１．　＜デジタル地図システム＞

１．１　＜デジタル地図システムの一例＞

図１は、本実施形態のデジタル地図システム１０の機能

構成の一例を示すブロック図である。この図に示すよう

に、デジタル地図システム１０は、記憶部１６、入力部

１３、演算部１２、および表示部１１を備えて構成され

る。なお、図示はしないが、入力部１３および表示部１

１は演算部１２に接続するためのインターフェース回路

を備えている。

【００２９】記憶部１６には、デジタル地図データベー

ス２０が記憶されており、デジタル地図データベース２

０は複数種類のデジタル地図に対応する複数セットのデ

ジタル地図データ２４を含んで構成されている。記憶部

１６には、さらに、このデジタル地図システム１０を動
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作させるためのプログラムが記憶されている。記憶部１

６は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、フラッシュメモリ、磁気デ

ィスク、光ディスク、および他の記憶媒体の少なくとも

いずれかを含んで構成される。

【００３０】また、表示部は、ブラウン管表示装置、液

晶表示装置、プラズマ表示装置、投射型表示装置、ＦＥ

Ｄ（Field Emission Display）装置、ＥＬＤ（Electron

ic Luminescence Display）、および他の表示装置の少

なくともいずれかを含んで構成される。

【００３１】デジタル地図データ２４は、デジタル地図

を構成する要素である、ポリゴン、ポリライン、曲線、

またはポイントの少なくともいずれかについての、位置

および形状のデータを大量に含んでおり、それぞれの要

素は属性コードに関連付けられている。ただし、要素と

して挙げたポイントには、形状の情報はなく、位置の情

報のみがある。また、デジタル地図データベース２０に

収められた複数セットのデジタル地図データ２４におい

て、対応する要素同士には、同一の属性コードが関連付

けられている。図２は、１セットのデジタル地図データ

２４の一例を示している。この例では、１セットのデジ

タル地図データ２４が複数のポリゴンを定義するデータ

からなり、各ポリゴンを定義する複数の端点座標と、各

ポリゴンに関連付けられた属性コードとをデータとして

保持している。

【００３２】このデジタル地図システム１０は、例え

ば、マイクロソフト社のWindows系のオペレーションシ

ステムを用いたサーバ、パソコン、またはワークステー

ションを１台または複数台用いて構成することができ

る。なお、デジタル地図システム１０は、他のオペレー

ションシステム、例えばＵＮＩＸ（登録商標）、Ｌｉｎ

ｕｘ、ＢｅＯＳ、ＦｒｅｅＢＳＤなど、データベースの

制御に適切な他のオペレーションシステムを用いて構成

することもできる。また、デジタル地図システム１０に

おけるデジタル地図データベース２０は、関係型データ

ベース言語またはオブジェクト型データベース言語、例

えばマイクロソフトＳＱＬサーバ、オラクル、またはサ

イベースなどを用いて構築される。

【００３３】１．２　＜デジタル地図システムの他の例

＞

前述したデジタル地図システムの一例においては、デジ

タル地図システム１０の入力部１３を介して直接入力

し、表示部１１を介して直接表示する例を示した。しか

しながら、図３に示したように、デジタル地図システム

８０がウェブサーバ８２を含むように構成し、利用者の

コンピュータなどの情報機器９５からインターネット９

０を介してデジタル地図システム８０に対して入力し、

デジタル地図システム８０がインターネットを介して出

力して利用者のコンピュータなどの情報機器９５に表示

されるようにしてもよい。なお、デジタル地図システム

８０と利用者のコンピュータなどの情報機器９５とは、

ＬＡＮやＷＡＮなどの他のネットや、電話などの回線を

介して結ばれるようにしてもよい。

【００３４】２．　＜デジタル地図の表示方法＞

上述のようなデジタル地図システム１０を用いた本実施

形態におけるデジタル地図の表示方法を、図４に示した

フローチャートとともに、以下に説明する。

【００３５】まず、デジタル地図データベース２０に用

意された複数種類のデジタル地図のうち、並列表示す

る、特定の複数種類のデジタル地図の選択が促される

（ステップＳ１）。

【００３６】さらに詳細には、例えば図５に示したよう

に、タブ表示７０やプルダウンメニュー７２からの選択

によって、複数のデジタル地図のうちの１つを、表示領

域３０（図５に示した例では左右の各領域）ごとに選択

することによって行われる。選択可能なデジタル地図と

しては、例えば、現況確認用図面、国有財産特定図面、

公図（法務局で管理されている図面にもとづくもの）な

どを含むことができ、公図などは歪みがあったり誤りが

あったりすることが知られている。この選択には入力部

１３としてのマウスまたはタッチパネルを用いることが

できる。なお、タブ表示７０やプルダウンメニュー７２

からの選択に替えて、デジタル地図が特定できる名称を

入力部１３としてのキーボードから直接入力するように

してもよいし、そのデジタル地図に対応する番号などの

符号をキーボードなどから入力するようにしてもよい。

【００３７】この例では、まず、左側の表示領域３０を

現況確認用図面を表示する領域とし、右側の表示領域３

０を国有財産特定図面を表示する領域とすることを、タ

ブ表示７０の選択により決定する。次に、左側の表示領

域３０（現況確認用図面のデジタル地図４０）のプルダ

ウンメニュー７２で位置確認図を選択することによっ

て、位置確認図として比較的広範囲の現況確認用図面を

表示させる（図５）。なお、各デジタル地図４０は縮尺

を変更することによって表示領域３０に表示される範囲

を調節することが可能となっている。そして、左側の表

示領域３０に表示された現況確認用図面のデジタル地図

４０において、注目している領域例えば小栗一丁目の領

域をクリックすることによって、右側の表示領域３０に

表示されることになるデジタル地図４０である国有財産

特定図面の対応する領域が特定される。

【００３８】このようにして、並列表示するデジタル地

図の種類と領域が選択されると、選択された複数のデジ

タル地図４０が、表示部１１としてのディスプレイに並

列表示される（ステップＳ２）。図６は、そのような表

示の一例を示しており、左側の表示領域には現況確認用

図面のデジタル地図４０が表示され、右側の表示領域に

は国有財産特定図面のデジタル地図４０の対応する領域

が表示されている。

【００３９】次いで、並列表示されたデジタル地図のう

ち、いずれか１つのデジタル地図において、関連付け表
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示を所望する要素の指定が促される。（ステップＳ３）

それに対応して利用者は、例えば、関連付け表示を所望

する要素として図６の右側に示した国有財産特定図面に

おいて里道に対応するポリゴン５０を、入力部１３とし

てのマウスによるクリック操作または入力部１３として

のキーボードからの名称の入力などによって指定する。

なお、関連付け表示を所望するデジタル地図に複数のレ

イヤーがある場合は、要素例えばポリゴンの指定に先立

ってレイヤーの選択を行う。図６は、右側の表示領域３

０に表示されたデジタル地図４０（国有財産特定図面）

において里道水路のレイヤーを選択した例を示してい

る。また、関連付け表示を行う要素はポリゴンに限ら

ず、並列表示したデジタル地図のいずれにおいても存在

する要素であればよく、例えば、道路などを示すために

用いられるポリライン、駅やバス停などの表示に用いら

れるポイント、また海岸線や競技場などを表すために用

いられる曲線などであってもよい。

【００４０】すると、１つのデジタル地図において指定

された要素例えばポリゴン５０の属性コードと同一の属

性コードを持つ要素が並列表示された他のデジタル地図

において選択される。それに基づいて、例えば、図７に

示すように並列表示された複数のうちの１つのデジタル

地図４０において指定された要素と、並列表示された他

のデジタル地図４０において対応する要素とが、例えば

折れ線、直線、または曲線で結ばれることによって関連

付けて表示される（ステップＳ４）。図７では、国有財

産特定図面における里道を示す要素としてのポリゴン５

０と、現況確認用図面における対応する要素としてのポ

リゴン５０とを折れ線６０によって結ぶことによって、

２つの関連付けを行った例を示している。

【００４１】なお、対応する要素同士の関連付けは、上

述したように線で結ぶ以外に、例えば、対応する要素同

士を同様の色または模様とすること、または、対応する

要素同士に同様の記号を付して示すことによっても行う

ことができる。

【００４２】また、図７においては、折れ線の中間部分

において、関連付けられた要素が共通に持つデータ例え

ば属性コード、その要素の種別、または住所などを表示

している。

【００４３】このような関連付け表示においては、並列

表示された複数種類のデジタル地図において、指定され

た要素と、それに対応する要素とを、それぞれの表示に

おいて互いにほぼ対応する位置（例えば図７におけるよ

うに中央付近）に表示する。そのため、並列表示された

複数のデジタル地図内において、対応する要素同士がそ

れぞれほぼ同様の相対位置に表示され、指定した要素の

周囲の状況も含めて複数のデジタル地図の比較を容易に

行うことができる。

【００４４】さらに、並列表示された複数種類のデジタ

ル地図はそれぞれスクロール可能となっており、１つの

デジタル地図をスクロールすることによって他のデジタ

ル地図もほぼ同様にスクロールされて表示される。これ

によって、並列表示された複数のデジタル地図のうちの

１つをスクロールすることによって他のデジタル地図も

同様にスクロールされるため、１つのデジタル地図をス

クロールしても、複数のデジタル地図においてほぼ対応

する範囲を表示することができ、複数のデジタル地図の

比較を容易に行うことができる。

【００４５】そして、並列表示された複数種類のデジタ

ル地図は通常北がほぼ上方向となるように表示される

が、それぞれ回転させて表示することが可能となってお

り、１つのデジタル地図を回転させることによって他の

デジタル地図もほぼ同様に回転して表示される。これに

よって、並列表示された複数のデジタル地図のうちの１

つを回転させることによって他のデジタル地図も同様に

回転するため、１つのデジタル地図を回転させても複数

のデジタル地図をほぼ同様な向きで表示することがで

き、複数のデジタル地図の比較を容易に行うことができ

る。

【００４６】また、並列表示された複数種類のデジタル

地図の各々は縮尺を変更することが可能となっており、

１つのデジタル地図の縮尺を変更することによって他の

デジタル地図の縮尺もほぼ同様に変更される。図８は、

図７に示した表示例において、そのような縮尺変更を行

った後の表示例を示している。このようにして、並列表

示された複数のデジタル地図のうちの１つの縮尺を変更

することによって他のデジタル地図も同様に縮尺が変更

され、１つのデジタル地図の縮尺を変更させても複数の

デジタル地図の縮尺をほぼ同様に保つことができ、複数

のデジタル地図の比較を容易に行うことができる。

【００４７】３．　＜プログラムおよびコンピュータ読

み取り可能な記録媒体＞

前述した各機能ブロックからなるデジタル地図システム

１０は、適切なハードウエアを備えたコンピュータシス

テムを、各ブロックとして機能させるプログラムによっ

て動作させることによっても実現できる。このようなプ

ログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とし

ての例えばハードディスクに記録され、コンピュータシ

ステムによって読み出されて実行される。

【００４８】また、前述した各ステップからなるデジタ

ル地図の表示方法は、適切なハードウエアを備えたコン

ピュータシステムを、プログラムによって動作させるこ

とによっても実現できる。このようなプログラムは、コ

ンピュータ読み取り可能な記録媒体としての例えばハー

ドディスクに記録され、コンピュータシステムによって

読み出されて実行される。

【００４９】さらに、これらのプログラムは、コンピュ

ータ読み取り可能な他の記録媒体、例えば、ＣＤ－ＲＯ

Ｍ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－

ＲＡＭ、光磁気ディスク、磁気ディスク、フラッシュメ
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モリ、磁気テープなどに記録して保存したり流通させた

りし、必要なときに読み出して、適切なハードウエアを

備えたコンピュータシステム上で動作させて利用するこ

ともできる。

【００５０】４．　＜実施形態の作用効果＞

前述した実施形態によれば、複数種類のデジタル地図の

対応する要素が同一の属性コードを持つデジタル地図デ

ータ２４を備えるデジタル地図データベース２０が記憶

部１６に記憶されており、そのデジタル地図データベー

ス２０に含まれる１つのデジタル地図データ２４に基づ

くデジタル地図において関連付け表示を行いたい要素の

指定が入力部１３に対して行われると、演算部１２は、

デジタル地図データベース２０に含まれる他のデジタル

地図データ２４に基づく他のデジタル地図において対応

する要素を属性コードに基づいて選択し、それら要素を

関連付けて複数種類のデジタル地図を並列して表示する

ための演算および制御を行う。したがって、複数のデジ

タル地図が互いに座標系の異なるデジタル地図であった

り、少なくとも１つのデジタル地図が歪みや誤りを含ん

でいたりする場合でも、対応する要素同士を関連付けて

並べて表示することができる。

【００５１】５．　＜変形例＞

５．１　前述した実施形態においては、２つのデジタル

地図を並列表示し、そのうちの一つのデジタル地図にお

いて指定された要素とその要素に対応する他のデジタル

地図における要素とを関連付けて表示する例を示した。

しかしながら、並列して表示するデジタル地図は３つ以

上でもよく、そのうちの一つのデジタル地図において指

定された要素とその要素に対応する残りのデジタル地図

における要素とを関連付けて表示すしてもよい。

【００５２】５．２　本発明は前述した実施形態に限定

されるものではなく、本発明の要旨の範囲内、または、

特許請求の範囲の均等範囲内で、各種の変形実施が可能

である。

【図面の簡単な説明】

【図１】実施形態のデジタル地図システムの一例におけ

る機能構成を示すブロック図である。

【図２】デジタル地図データの一例を示す表である。

【図３】実施形態のデジタル地図システムの他の例にお

ける機能構成を示すブロック図である。

【図４】実施形態のデジタル地図の表示方法における流

れを示すフローチャートである。

【図５】並列表示する複数種類のデジタル地図の選択を

促す状態の表示例である。

【図６】選択された複数種類のデジタル地図が並列表示

された例を示す表示例である。

【図７】並列表示された複数のデジタル地図の一つにお

いて指定された要素と他のデジタル地図において対応す

る要素とが関連付けて表示された例である。

【図８】図７に示した表示例において縮尺変更を行った

後の表示例を示している。

【符号の説明】

１０，８０　デジタル地図システム

１１　表示部

１２　演算部

１３　入力部

１６　記憶部

２０　デジタル地図データベース

２４　デジタル地図データ

４０　デジタル地図

５０　ポリゴン（要素）

６０　線

８２　ウェブサーバ

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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【図７】
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【図８】


